
特殊法人等整理合理化計画について
（生物系特定産業技術研究推進機構（生研機構）関連）

１ 経緯

特殊法人及び認可法人については、特殊法人等改革基本法において、特

殊法人等整理合理化計画を策定し、これに基づき改革を推進することとさ

れており、

・ 昨年８月：個別事業見直しの考え方

・ 10月：組織見直しに関する各府省の報告に対する意見

が、それぞれ内閣官房行政改革推進事務局から公表され、これらを踏まえ

12月には 「特殊法人等整理合理化計画」が特殊法人等改革推進本部にお、

いて策定され、19日には閣議決定された。

２ 整理合理化計画の概要

○ 特殊法人等整理合理化計画において、生研機構の組織形態については、

「廃止した上で、独立行政法人農業技術研究機構と統合し、新たに農業技

術に関する研究と生物系特定産業技術及び農業機械分野の民間研究支援を

一体的に行う独立行政法人を設置する」こととされた。

○ また、事業については、

① 民間研究促進業務のうち融資事業について廃止も含めて抜本的見直

し、出資事業について収益改善策の検討（出融資事業については、技

術会議評価専門委員会において制度評価を行い 「出融資事業の評価、

に関する報告書 （12月19日農林水産技術会議決定）として取りまと」

め済み）

② 基礎的研究業務のうち競争的資金供給業務について、総合科学技術

会議の下での業務の調整

③ 農業機械化促進業務のうち検査鑑定業務について、実需者等の要望

を踏まえた事業の効率化

等の措置に取り組むこととされた。

３ 今後のスケジュール

計画の内容の具体化スケジュールについては、

・ 事業について１４年度には講ずべき措置の具体化に取り組む

・ 組織形態についても、原則として１４年度中に法制上の措置その他必

要な措置を講じ、１５年度には具体化を図る

こととされており、生研機構についても、原則としてこのスケジュールで

必要な措置を講じることとなる。



特殊法人等整理合理化計画（抜粋）

（平成13年12月18日特殊法人等改革推進本部）

法人名：生物系特定産業技術研究推進機構

＜事業について講ずべき措置＞

【民間研究促進業務】

①出資

○産投特会からの出資を受けて実施する当法人からの出資による研究開発業務は、収益改善策を

検討し、事業からの収益の可能性がある場合等に限定する。

○費用対効果分析を可能な限り実施した上で、資源の重点配分を図る。

○国が研究機関に対してできる限り具体的な達成目標を設定し、研究機関の責務を明確にする。

○研究課題の設定、実施体制の決定、研究期間終了後の研究成果(長期にわたるものについては

中間時点の進捗状況）について、厳格な第三者評価を求め、評価結果を研究資源配分等に反映

させる。また、研究成果及び第三者評価の内容を、できるだけ計量的な手法も用いて、国民に

わかりやすい形で情報提供する。

○これまで国費によって達成されてきた研究成果をできるだけ計量的な手法で国民にわかりやす

く示す。

○研究施設の供用、収益納付等研究成果等から生じる収益の還元の現状（当該法人からの出資等

収益の還元が予定されているものについては、収支の現状）を公表するとともに、収益改善策

を講ずる。

②融資

○近年実績が乏しいことから、廃止を含めて抜本的見直しを行う。

【基礎的研究業務】

○競争的資金供給業務については、総合科学技術会議においてなされる各省要求の全体調整、実

施状況の評価、公表を踏まえて実施し、不必要な重複、特定の研究者への研究費の集中がなく

なるような運営の改善を行う。

○競争的資金供給業務について、研究経験者が審査及び評価について責任をもって取り組む体制

を構築する。

○研究開発に充てる資金供給を一般会計からの出資金により行うことについて基本的に廃止する

とともに、費用対効果分析を可能な限り実施し、資源の重点配分を行った上で、柔軟・弾力的

な研究開発の実施に配慮しつつ、平成１４年度から補助金等に置き換える。

○これまで国費によって達成されてきた研究成果をできるだけ計量的な手法で国民にわかりやす

く示す。

○国が研究機関に対してできる限り具体的な達成目標を設定し、研究機関の責務を明確にする。

○研究課題の設定、実施体制の決定、研究期間終了後の研究成果(長期にわたるものについては

中間時点の進捗状況）について、厳格な第三者評価を求め、評価結果を研究資源配分等に反映

させる。また、研究成果及び第三者評価の内容を、できるだけ計量的な手法も用いて、国民に



わかりやすい形で情報提供する。

【農業機械化業務】

○費用対効果分析を可能な限り実施する。

○国が研究機関に対してできる限り具体的な達成目標を設定し、研究機関の責務を明確にする。

○研究課題の設定、実施体制の決定、研究期間終了後の研究成果(長期にわたるものについては

中間時点の進捗状況）について、厳格な第三者評価を求め、評価結果を研究資源配分等に反映

させる。また、研究成果及び第三者評価の内容を、できるだけ計量的な手法も用いて、国民に

わかりやすい形で情報提供する。

○これまで国費によって達成されてきた研究成果をできるだけ計量的な手法で国民にわかりやす

く示す。

【検査検定業務】

○必要性の検証を行った上で、検査項目の定期的な見直し等により実需者等の要望を踏まえた事

業の効率化を図る。

＜組織形態について講ずべき措置＞

●廃止した上で、独立行政法人農業技術研究機構と統合し、新たに農業技術に関する研究と生物

系特定産業技術及び農業機械分野の民間研究支援を一体的に行う独立行政法人を設置する。








